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別紙２ 

 

新規参入者の参入年度及び参入の次年度における排出係数の算出について 

 

１．基本的考え方 

希望する新規参入者は、以下の方法により参入（特定排出者（乙）への小売供給

開始）年度及び参入の次年度に限って年度ごとの排出係数に相当する係数を算出の

上、根拠資料とともに国に提出し、国は、当該係数及び根拠資料の内容を確認し、

ウェブサイトにて公表する。 

 

２．算出方法、公表時期等 

  新規参入者については、参入年度及び参入の次年度について、以下の方法により

年度ごとの排出係数に相当する係数の算出等を行う。 

 

① 特定排出者が新規参入者の参入年度（Ｘ年度）の排出量報告を行う場合 

  参入者（甲）は排出量算定対象年度（Ｘ年度）の半ばに参入したことから、

参入時から参入年度末までに甲が乙に小売供給した熱について排出係数を算

出し、排出量算定対象年度の翌年度の当初（Ｘ+１年６月半ば頃を想定）まで

に国に提出する。なお、甲は係数算出対象期間（参入時から参入年度末まで）

に排出量調整無効化がなされた国内及び海外認証排出削減量等を基礎排出係

数及び調整後排出係数の算出に用いることができる。また、Ｘ年度の参入時

からＸ+１年５月 31 日までの間に排出量調整無効化がなされた国内及び海外

認証排出削減量については、係数算出対象期間内に排出量調整無効化された

ものとみなし、基礎排出係数及び調整後排出係数の算出に用いることができ

るものとする。ただし、参入年度の基礎排出係数及び調整後排出係数の算出

に用いた国内及び海外認証排出削減量については、翌年度以降の基礎排出係

数及び調整後排出係数の算出に用いることはできない。 

 

② 特定排出者が新規参入事業者の参入の次年度（Ｘ+１年度）の排出量報告を行う

場合 

  甲はＸ年度の途中から参入したため、Ｘ年度全体（Ｘ年４月からＸ+１年３

月まで）の排出係数を算出することができない。このため、甲が参入した月

から 12 ヶ月間、甲が乙に供給した熱について排出係数を算出し、国に提出す

る。 

  なお、甲は係数算出対象期間（参入した月から 12 ヶ月間）に排出量調整無

効化がなされた国内及び海外認証排出削減量等を基礎排出係数及び調整後排

出係数の算出に用いることができる。また、係数算出対象期間の翌月からＸ+

２年５月 31 日までの間に排出量調整無効化がなされた国内及び海外認証排
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出削減量については、係数算出対象期間内に排出量調整無効化されたものと

みなし、基礎排出係数及び調整後排出係数の算出に用いることができるもの

とする。ただし、甲の参入の次年度の基礎排出係数及び調整後排出量の算出

に用いた国内及び海外認証排出削減量については、翌年度以降の基礎排出係

数及び調整後排出係数の算出に用いることはできない。 

  国はＸ+２年６月末頃に、乙がＸ+１年度の排出量報告に使用することがで

きる甲の排出係数として、当該係数を公表する。 

  Ｘ+２年度以降については、既参入者の算出方法と同様に算出する。 

 

 
新規参入者の排出係数算出・報告・公表のスケジュールについて（９月に参入

した場合） 

 




